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（４）色彩基準 

 

１）色彩基準について 

○色彩基準は、JIS規格に採用されている「色の表示方法－三属性による表示（JIS Z8721）」

に準拠した「マンセル表色系」を用いています。 

 

マンセル表色系：アメリカの画家、美術教育家の A.H.マンセルが考案した色を客観的に表す表

示体系のこと。すべての物体色を色相、明度、彩度という３つの尺度（色の

三属性）の組み合わせによる記号（マンセル記号）で表示し、主観による個

人差が生じない客観的な情報として伝達することができる。日本工業規格に

採用されるなど、産業界に広く普及している。 

 

○一般地区とは、景観計画区域のうち重点地区以外の地区を指します。 

○外壁基本色とは、外壁各面の４／５以上の範囲に用いる色彩のこと。 

○外壁強調色とは、外壁各面の１／５以下の範囲に用いる色彩のこと。 

○屋根色とは、勾配屋根に用いることのできる色彩のこと。 

＊本計画に用いた色彩の解説図等は、印刷による色再現のため、実際の色彩とは異なる場合

があります。 

 

２）色彩基準の適用除外について 

○工作物の色彩については、建築物の外壁基本色の基準と同様にする。 

ただし、他の法令で使用する色彩が定められているもの、トラス構造物等で壁面と認識

できないものについてはこの限りでない。 

○建築物の屋根にあっては無釉の和瓦、銅板、草葺きによるものの色彩、建築物の外壁等及

び工作物にあっては着色していない木材、土壁、ガラス、レンガ等の材料によって仕上げ

られる部分の色彩については、この基準を適用しないことができる。 

○工作物のうち、柵類、柱類及び鉄塔については、明度 4.0未満の色彩も使用可能とする。 

○市民となじみが深い地域のイメージの核となるもの、地域のランドマークの役割を果たし

ているもの、その他良好な景観の形成に貢献する等、本計画の実現に資する色彩計画につ

いては、景観審議会等の意見を聴取した上で、この基準によらないことができる。 
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（勾配屋根） 

（陸屋根の屋根面には適用しない） 
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（陸屋根の屋根面には適用しない）

（勾配屋根） 

※1：届出対象行為の建築物等の高さ 10ｍ未満の部分（高さ 10ｍ未満の建築物等含む）については、

外壁基調色の明度を 3.0以上 8.5未満とする。 

※2：強調色の制限は特定大規模建築物のみとする。
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（実線：明度4.0以上8.5未満、点線：明度8.5以上）
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（陸屋根の屋根面には適用しない） 

（勾配屋根） 

※1：届出対象行為の建築物等の高さ 10ｍ未満の部分（高さ 10ｍ未満の建築物等含む）については、

外壁基調色の明度を 3.0以上 8.5未満とする。 

※2：強調色の制限は特定大規模建築物のみとする。 




